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成瀬が丘自治会定期総会資料  

 

２０２２年４月２日  

 

第５５回定期総会 

 

本年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため「集会による定期総会」の開催を取り止め、

「代議員の書面上の採決による定期総会」とすることを３月度役員会で決定いたしました。 

会員の皆様のご理解ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

つきましては、代議員の皆様には本総会資料とともに配布される「第５５回定期総会書面採決

のお願い」の採決用紙にて、下記議案のご承認をよろしくお願いいたします。 

 

提出期限 ： 代議員→班 長 ４/１５（金）  班 長→区 長 ４/１７（日） 

区 長→事務局 ４/１９（火） 

 

採決の結果は、５月に発行する「定期総会報告広報」で会員に報告させていただきます。 

  

 

議案審議 

① 第１号議案 令和３年度事業報告    P. ３ 

② 第２号議案 令和３年度会計報告及び監査報告  P.１２ 

③ 第３号議案 令和４年度役員改選について   P.１５ 

④ 第４号議案 令和４年度事業計画（案）   P.１６ 

⑤ 第５号議案 会員名簿作成について    P.１９ 

⑥ 第６号議案 第３回「なるせがおかアート展」の開催  P.１９ 

⑦ 第７号議案 令和４年度会計予算（案）   P.２０ 

 

 

感謝状贈呈 

 

 

班長業務説明会 

新班長への班長業務説明会は、４月１７日（日）新型コロナウイルス感染防止対策として、全体を

２グループに分け、時間帯をずらし「ふれあい会館」に於いて実施することといたします。 
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会 長 挨 拶 
 

第５５回定期総会にあたりご挨拶を申し上げます。 

会長を仰せつかり４期目８年が終わろうとしていますが、今年度も役員及び会員の皆様のご支援ご協力

の下、令和３年度の活動を無事に終了することができました。大変ありがとうございました。 

 

一昨年の１月に始まった新型コロナウイルスの感染は今年３年目になり、我々の生活と自治会活動に

大きな影響を与えて来ました。当自治会では今年度も感染対策の徹底を図りながら自粛を続け、その時々

の状況を確認しながら出来るだけの活動を行って来ましたが、恒例の「フラワーロードフェスティバル」、

健康福祉部の「夏休み健康ラジオ体操」「ウォーキング」、厚生部の「敬老祝賀会」「親睦バス旅行」

「やきいも会」、自主防災部の「防災訓練」等、人が集まる事業・行事は、会員の皆さんの安全を第一

に考え中止といたしました。そんな中で防犯交通部の「年末夜回り」は、第５波後の感染の減少期にあ

たり唯一実施することができた貴重な活動になりました。 

自治会館とふれあい会館の使用及び、感染が少ないと言われる屋外の活動である環境部の「公園清掃」

と防犯交通部の「防犯パトロール」は、東京都の緊急事態宣言とまん延防止等重点措置に沿って７ヶ月

以上が休止となりましたが、皆さんのご理解ご協力で一定期間無事運営することが出来ました。 

また、何時起こるかわからない首都直下地震に備えるための自主防災は、成瀬が丘全体の防災体制を

より整える活動を進め、小川高校避難施設につきましては、町田市防災安全課、小川高校、５つの周辺

自治会で制作した「小川高校避難施設開設・運営マニュアル」に基づいて「開設委員会」が設置され、

今年度は委員会名簿を更新して活動が開始されました。 

広報部による２色刷りの「自治会広報」発行の定着と今年度の事業として取り組んだ「自治会ホーム

ページ」の開設は、自治会のデジタル化と広報活動の推進に大いに貢献したと思います。 

一方、地域の中での安全・安心のために参画している「町田市町内会・自治会連合会」及び「南地区

協議会」については、両組織とも新型コロナウイルス感染の中で出来る限りの活動が行われました。 

各々の事業取り組みに対しまして、自治会役員並びに会員の皆様の絶大なるご理解ご協力をいただき、

心から厚く御礼を申し上げます。 

 

さて、令和３年度は、新型コロナウイルスの感染を始め、熱海の土石流、中国の海洋進出・台湾問題、

ミャンマーのクーデター、米アフガン戦争終結、タリバンのアフガン制圧、コロナ禍の東京オリ・パラ

開催、大谷翔平大活躍、菅首相辞任・岸田総理誕生、独ショルツ首相就任、オミクロン株出現、トンガ

海底火山噴火、コロナ禍の北京オリ・パラ開催、ロシアのウクライナ侵攻と色々な出来事がありました。 

新型コロナウイルス感染は我々の生活に大きな変化をもたらし、自治会の活動もまた見直しを迫られま

した。学校も会社も自治会もデジタル化とリモート化推進の好機にはなりましたが、人と人のつながり

の大切さを改めて感じさせられる一年ともなりました。 

 

今年は「壬寅（みずのえとら）」。「寅」という文字は、ウ冠・家の中で人が矢を両手でまっすぐに

伸ばす様子を表し、「まっすぐに伸ばす、引っ張る」という意味があるそうで、中国の『漢書』では、

草木が伸び始める状態を表すとされているようです。中国伝来の十二支は元々植物が循環する様子を表

しており、子年に新しい命が種の中で芽生え、丑年にはそれが種の中で育ち、寅年に春が来て根や茎が

生じて成長するとなります。子、丑とコロナと戦って来た後の寅年はこれを克服する年になるはずです。 

 

自治会はボランティアです。楽しくなければ意味がありません。安全・安心で住み良い街をつくるに

は地域住民の広く強いつながりが必要です。身近な地域の課題は皆で情報を共有し、皆が助け合い支え

合って解決して行くことが大切です。役員、班長、会員の皆さんが楽しく参加して、信頼と思いやりの

ある自治会を目指して行きたいと思いますので、今後も皆様の更なるご理解とご支援ご協力をよろしく

お願い申し上げます。 

 

令和４年４月２日 

会 長 岡庭 清 
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第１号議案  

令和３年度事業報告 
 

新型コロナウイルス対応   会 長 ： 岡庭 清 

令和２年（２０２０年）１月に始まった新型コロナウイルスの感染は今年で３年目に入り、これまで

２年間以上に亘り我々の生活と自治会活動に大きな制約を与えて来ました。当自治会では今年度も昨年

度に引き続き感染対策の徹底を図りながらの条件付自粛の中、その時々に感染状況を確認し出来るだけ

の活動を行って来ました。結果として今年度も恒例の事業・行事はほとんどが中止を余儀なくされまし

たが、公園清掃や防犯パトロール等一部の屋外で出来る活動等を状況を見ながら実施しました。 

各時点の対応につきましては、毎月発行の自治会広報やホームページで会員への周知に努めました。 

会員の皆さんの長期に亘るご理解ご協力に、この場をお借りして改めてお礼を申し上げます。 

（主な対応） 

対応開始日 

２０２１年 

自治会事務所 公園清掃・防犯パトロール 

各専門部・委員会 

自治会館・ふれあい会館 

４月 ４日（日）～ 週１回（水曜日）開所 再  開 再  開 

４月２６日（月）～ 休  止 休  止 

６月２１日（月）～ 週２回（火・金）開所 再  開 再  開 

７月１２日（月）～ 週１回（火曜日）開所 休  止 休  止 

１０月３日（月）～  

週２回（火・金）開所 

再  開 再  開 

１月２２日（土）～ 休  止 休  止 

３月２２日（火）～ 再  開 再  開 

 

 

一般事項報告   総務部長 ： 平塚 一美 

 今年度、自治会として下記の事業・活動を行いました。 

１．事務所開館日の変更 

   新型コロナウイルス対応と、自治会及び事務局業務の変遷に伴い、従来月、水、金と週３日開所

して来た自治会事務所を、今年度は火曜日、金曜日の週２日に変更いたしました。 

  現状では自治会の組織体制と各活動が安定し、事務局の業務負担も徐々に軽減されて来ています。 

 今年度は、新型コロナの影響もありましたが、週２回の事務所開所で問題なく運営できました。 

２．自治会加入促進 

今年度の新規加入数は８名で、現在の会員数は８３７（前年度８５８）となりました。 

なお、２世帯で１会員のところが１０２あり、全加入世帯数は９３９です。 

自治会広報で各区・班内の声掛けや加入促進活動を行いました。未加入者（特に転入者）には、自

治会加入促進のため新規加入への働き掛けを行いました。 

３．「班会」開催の推進 

ご近所との親睦や交流を深めるだけでなく、防犯や防災に備えるために、「班会」開催の推進を掲

げましたが、今年度は新型コロナウイルス感染の影響で開催が出来ませんでした。 

４．「会員情報」の整備 

   自治会総務の資料として、集金台帳及び会員からの情報を基に会員登録情報の更新を行いました。 

５．自治会文書のデータ・ファイル標準化 

成瀬が丘自治会ホームページ開設に伴い、データ・ファイルの標準化を順次進めました。 

６．「町田市町内会・自治会連合会」への参画 

地域発展のため「町田市町内会・自治会連合会」に参画し、他団体との連帯を深め合いました。 
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今年度も岡庭会長が副会長を務め、月例役員会に参画して活動を推進しましたが、今年度も新型コ

ロナウイルス感染の影響で恒例の事業がほとんど出来ず、市連合、南地区連合ともに「定期総会」

は書面決議により実施し、「ブロック会」、「懇親会」、「会長研修会」、近隣町内会の「夏祭り」もす

べて中止になりました。唯一開催された「南地区市政懇談会」には役員とともに参加しました。 

主な日程は下記の通りです。 

 毎月 第２日曜日１４：００～ 南連合「定例役員会」開催（於：南市民センター） 

５月     南連合「定期総会」 書面採決により実施 

 ５月     市連合「定期総会」 書面採決により実施 

１０月 ４日（月）１８：３０～ 南地区「市政懇談会」開催（於：南市民センター） 

１１月１９日（金）１０：００～ 市連合「市政懇談会」開催（於：市民フォーラム） 

７．「南地区協議会」への参画 

今年度も岡庭会長が南地区協議会の副代表を務め、他団体との地域の連携を深め合いました。 

今年度も新型コロナウイルス感染の影響で計画していた「地域の見守り」、「地域の活動支援」、「地

域交流」、「各種事業の関連研修」等の事業は実現できませんでしたが、必要に応じて「運営委員会」

を開催し地域の課題について協議しました。その中で、福祉関係団体による、従来の「福祉フェア」

から発展した「南あんしんプロジェクト」活動は、南地区協議会の一つの成果でした。 

主な日程は下記の通りです。 

 毎月 不定期        「運営委員会」開催（於：南市民センター） 

５月    「定期総会」書面採決により実施 

※「地区協議会」は「町内会・自治会連合会」の地区をベースに、「民生委員児童委員協議会」、「青

少年健全育成地区委員会」、「域内の学校」、「社会福祉協議会」、「高齢者支援センター」、「消防団」

等各地区で活動する様々な団体が地域の課題解決のために組織するもので、現在町田市の地区毎に

１０あります。 

８．「小川高校避難施開設委員会」への参画 

   小川高校を避難施設とする近隣５つの自治会及び小川高校、町田市で構成された「小川高校避難施

設関係者連絡会」の中で、２０１８年１２月に立ち上げたマニュアル作業部会により作成し全会員に

配布した「小川高校避難施設開設・運営マニュアル」に基づいて、２０２０年１１月新たに実働部隊

として「小川高校避難施設開設委員会」が設置されました。 

今年度は委員会名簿（成瀬が丘自治会５名・近隣自治会７名・小川高校３名・町田市指定職員４名）

を作成し、２０２２年１月に第１回「小川高校避難施設開設委員会」を開催し、近隣５つの自治会が

連携して小川高校、町田市の協力の下マニュアルに基づいた防災訓練等を進める事になりました。 

９．近隣学校との交流 

近隣学校（南第四小学校、小川小学校、小川高等学校）との交流と親睦を図り連携を深めました。

南第四小学校では「学校運営協議会」へ参画し、小川高校では「学校運営連絡協議会」「防災教育推

進委員会」に参画しました。今年度は新型コロナウイルス感染の影響で、入学式、卒業式及び学校

祭等が縮小され、出席・参加は自粛しました。一部小川高校の「学校運営連絡協議会」は書面で行

われました。 

主な日程は下記の通りです。 

６月２５日（日）１４：２０～ 第一回「小川高校学校運営連絡協議会」（書面にて） 

６月２６日（土） ９：１５～ 第一回「学校運営協議会」 

道徳授業地区公開講座        （於：第四小学校） 

１０月１５日（金）１４：２０～ 第二回「小川高校学校運営連絡協議会」（於：小川高校） 

１６：００～ 第一回「小川高校防災教育推進委員会」（於：小川高校） 

１０月２０日（水） ９：３０～ 第二回「学校運営協議会」      （於：第四小学校） 

  １２月１４日（火） ９：００～ 第三回「学校運営協議会」      （於：第四小学校） 

３月 ４日（金） ８：４５～ 第四回「学校運営協議会」      （於：第四小学校） 

３月 ４日（金）１６：００～ 第三回「小川高校防災教育推進委員会」（於：小川高校） 
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10．「コミュニティバス運行協議会」への参画 

   今年度も「コミュニティバス運行協議会」に参画し、健全運営に協力しました。 

７月２２（木）「役員会」に出席し、定期総会の打ち合わせを行いました。 

７月２９（木）「定期総会」に出席しました。令和２年度活動報告、会計報告、会計監査報告、令和

３年度活動方針、予算案、役員選出、が承認されました。 

９月１５日（水）「三者協議会」に出席しました。バス車内広告の契約更新、新バス停を柳橋とする

こと、時刻表の改正等について話し合いました。バス車内広告は１１月に更新しました、新バス停

は令和４年４月２日に時刻表の改正と共に利用開始となりました。 

11．町内関係団体との連携 

「成瀬が丘商店街振興組合」「洋寿会」、「子供会」等町内関係団体との連携を深め、町内の発展に

努めました。 

「洋寿会」へは補助金をお渡しし、会の発展とともに自治会活動への協力をお願いしました。 

  子供会２グループには補助金をお渡しし、会の発展とともに自治会活動への協力をお願いしました。 

12．社会福祉活動（赤い羽根共同募金、歳末助け合い募金等）への協力 

会員の皆様からいただいた赤い羽根共同募金１２９,８９０円、歳末助け合い募金１３６，６２０

円を町田市社会福祉協議会へお届けいたしました。皆様のご協力ありがとうございました。 

13．会員世帯への葬儀に参列 

  訃報に基づき区長・班長が葬儀に参列し、自治会からのお香典をお届けするとともにご冥福をお

祈りいたしました。 

 

 

健康福祉部   部長 ： 柴田 哲郎 

 令和３年度は新型コロナウイルス感染防止のため、夏休み健康ラジオ体操、南地区ウォーキング、南

地区健康まつり、町田市健康づくり推進員会は中止になりました。 

 

 

自主防災部   部長 ： 門谷 廣茂 

 今年度も、会員の皆さんに自然災害の発生時の行動と事前準備に関心を持ってもらえるよう活動しま

した。 

１．自主防災部リーダー会議、全体会議の開催 

自主防災部リーダー会議（会議メンバーは防災本部役員・防災リーダー 計１６名）を隔月（５

月・９月・３月については新型コロナウイルス感染防止のため中止）に３回開催し、令和３年度の

事業計画に即してその都度活動内容について検討し実行に移しました。 

５月２３日（日）に予定していた第１回目の自主防災部全体会議は新型コロナウイルス感染防止の

ため中止とし、６月２７日（日）に開催された新班長への業務説明会の中で自主防災部の概要説明

をしました。第２回目の自主防災部全体会議は防災訓練実施前の９月２６日（日）に開催を予定し

ていましたが防災訓練が中止になったこともあり、新型コロナウイルスの感染防止に配慮しつつ、

１１月２８日（日）にふれあい会館において開催（自主防災組織員６２名出席）しました。会議で

は自主防災部の活動内容、「災害時の行動マニュアル２０２０」、「小川高校避難施設開設・運営マニ

ュアル」等の内容を説明し、活動内容と役割分担等について確認の上、防災活動分担毎に防災リー

ダーとミーティングを行いました。なお、会議終了後に町田市の防災用備蓄食料のサンプルを配布

しました。 

２．自主防災訓練の実施 

自主防災訓練を１０月１０日（日）に２丁目児童公園周辺で実施する予定で町田市防災課・町田

消防署成瀬出張所等と事前協議し、当日の消防士・消防団員の派遣、町田市の起震車、東京都所有

のＶＲ防災体験車の派遣（大型バスのため小川高校前庭で実施）等の準備を進めて来ましたが、新

型コロウイルスナ感染防止のため中止としました。  
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３．「小川高校避難施設開設委員会」との連携 

当自治会が大規模災害発生時の避難施設として指定している小川高校の「小川高校避難施設開

設・運営マニュアル」について１１月２８日（日）開催の自主防災部全体会議で説明したうえ、マ

ニュアルに基づき設置される「小川高校避難施設開設委員会」に当自治会からも委員５名を選任し

連携を図りました。 

４．「成瀬が丘防災つうしん」の発行 

「成瀬が丘防災つうしん」は発行できませんでした。 

５．防災資機材の点検と補充 

   １１月２１日（日）に防災リーダーが防災倉庫の資機材の点検を実施し、防災リーダー会議で資

機材の見直し・補充等について検討を行い資機材の入れ替え等を適宜行いました。 

特に、今年度は災害発生時に必要な担架を３ヶ所の防災倉庫に１台ずつ、連絡手段を確保するため

にトランシーバーを 1セット（２台）追加購入しました。 

６．街頭消火器の点検 

１２月に消火班担当の防災リーダー及び班長が手分けして成瀬が丘地区に設置されている４１ヶ

所の街頭消火器の点検を実施しました。いずれも初期消火には支障なく使用出来ることを確認しま

した。 

７．スタンドパイプの取り扱い訓練の実施 

   各丁目毎に設置されているスタンドパイプの取り扱い訓練を町田消防署成瀬出張所の指導の下、

１丁目公園横で６月２０日（日）、３丁目公園横で８月１５日（日）に実施する予定で準備を進めま

したが新型コロナウイルス感染防止のため中止としました。なお、１丁目公園横での訓練は１月１

６日（日）に６月実施予定の代わりに新型コロナウイルス感染防止に配慮しつつ実施しました。（２

３名参加） 

 

 

厚生部   部長 ： 齋藤 美津恵 

 会員相互の親睦を図るため、以下の事業に取り組みました。 

 １．「敬老祝賀会」の実施 

   敬老の日に実施予定の「敬老祝賀会」は、新型コロナウイルス感染防止のため中止としました。 

対象者には班長さん経由で記念品を贈呈しました。ご協力ありがとうございました。 

２．「日帰りバス旅行」の実施 

１１月に実施を予定した「日帰りバス旅行」は、新型コロナウイルス感染防止のため中止としま

した。 

３．「やきいも会」実施 

２月６日に実施を予定した「やきいも会」は、２７４名の参加申込みがあり参加費も徴収済でした

が、新型コロナウイルス感染防止のため残念ながら急遽中止としました。徴収した参加費は２月度広

報と同時に班長経由で返却いたしました。ご理解とご協力ありがとうございました。 

 

 

環境部   部長 ： 野崎 正美  

住み良い地域づくりを目指し、環境美化のため下記の活動を致しました。 

１． 各丁目児童公園の清掃 

今年度は新型コロナウイルス感染防止のため休止となる月が多く、秋からのスタートになりまし

た。冬の寒い日も多数の方に参加いただきありがとうございました。 

町田市より謝礼金として、２４,０００円支給されました。会員の皆様のご協力ありがとうございま

した。 

 



 

 

7 

 

各月の参加人数 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10/17 11/21 12/19 1/16 2月 3月 合計 

45 休止 休止 休止 休止 休止 7 42 41 36 休止 休止 171 

また、各丁目児童公園清掃日以外にも、自主的に清掃していただいている方がいらっしゃいます。

ご協力ありがとうございます。 

２．町内一斉清掃キャンペーン 

１２月１９日（日）各丁目公園清掃と同時に実施致しました。６月２０日（日）、９月１９日（日）、

３月２０日（日）、は新型コロナウイルス感染防止のため休止しました。 

３．自治会資源回収の実施 

毎週金曜日(戸別回収)、毎週日曜日(市指定集積所)を回収日と定め資源回収を実施しました。 

町田市からの資源回収奨励金が年間実績で６００,２８２円支給され、回収業者からは９７５円の支

払いがありました。皆様のご協力に感謝申し上げます。 

４．町内環境問題への対応 

公園の設備修繕・樹木の伐採、除草は市に対応していただきました。 

５．環境推進委員会の開催 

環境部の業務を推進するために、下記の通り環境推進委員会を開催しました。 

出席者: 会長・副会長・環境部長・環境推進委員・ごみ減量サポーター 

第１回：令和３年 ７月１８日(日)  １０時～ 自治会館２階 

第２回：令和３年１１月２１日(日)   １０時～ 自治会館２階 

第３回：令和４年 ２月２０日(日)   １０時～ 自治会館２階 

６．資源物収集所の掲示板 

   表示内容を更新した掲示板を作成しました。破損したものから順次交換中。 

 

 

防犯交通部   部長 ： 北 保子 

安全・安心で住みよい街づくりのため、防犯推進委員をはじめ多くの会員の協力を得て下記の活動を

行いました 

１． 防犯推進関連会議の開催 

１２月５日（日）第１回「防犯推進委員会」   （出席者３３名） 

２．「防犯パトロール」の実施と課題 

１）防犯パトロールは防犯推進委員、区長、班長、有志で構成され、各丁目が４グループに分かれて

週１回（月４回）パトロールを行い、街路灯や道路破損等をチェックして見回りました。 

・街路灯の球切れや道路の破損等があれば報告書を上げ、関係機関へ連絡し解決しました。 

・１丁目は防犯推進委員の減少により３グループにならざるをえない状況で週１回のパトロールが

できない状況が継続しております。 

・他の丁目も防犯推進委員の高齢化で若い世代の補充が課題になっています。 

・今年度も新型コロナウイルス感染防止対応でパトロール活動休止が長期間に及びました。 

令和３年度「防犯パトロール」参加人数  

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 

34 休止 休止 33 休止 休止 59 84 50 40 休止 － 300 

防犯パトロールの報告事項は概ね次の通りです。 

・街路灯の設置要望  ３件 

・道路の破損等    ３件 

・ミラー設置要望   １件 

・ゴミの放置     ３件 

・自転車の放置    １件 
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状況としましては商店街街路灯の撤去や畑等空き地であった所の住宅化で街路灯設置要望が増え

ています。 

２）防犯パトロールメンバーの連帯意識を高めるため、班長に貸与するパトロール用ベストを購入し

ました。令和４年度より実施します。 

３．年末夜回りの実施 

日 時：１２月２８日（火） １回目１９：３０～、 ２回目２０：３０～             

２９日（水） １回目１９：３０～、 ２回目２０：３０～  計４回 

参加者：防犯推進委員、班長、会員有志及び自治会役員 延べ１８７名 

成瀬が丘全域を７グループに分けて巡回しました。 

新型コロナウイルス感染防止対応で集合場所をふれあい会館とし、連呼はせず拍子木とハンドベル

で注意喚起を行いました。 

４．第２３回「成瀬が丘フラワーロードフェスティバル」の交通整理と警備の実施 

  成瀬が丘フラワーロードフェスティバルの中止に伴い、活動は休止しました。 

５．「防犯防災提灯」の現状 

１）「防犯防災提灯」の適正数化の継続により７９か所から７７か所に削減されました。 

さらに、破損後の撤去を希望している方の継続的な削減により適正数にしていきます。 

２）防犯防災提灯のメンテナンス 

   ・提灯撤去 ： ２件  ・提灯交換   ：１１件  ・支柱交換  ：１件 

・電球交換 ：１１件  ・センサー交換 ： ３件  ・その他   ：４件 

３）防犯防災提灯電気代補助金の支給 

１２月に防犯防災提灯電気代補助金として 1 戸当たり５００円を提灯設置者に対して班長を通じ

て届けました。 

６．外部の会議等への出席 

１）町田市青少年健全育成南第四地区委員会に関しましては委員会の開催と行事の当面の自粛の連絡

を受けている状況です。 

２）１０月２５日（月）町田市主催の「町田市防犯リーダー講習会」（於：成瀬コミュニティセンター）

に出席しました。 

７．その他 

  町田市犯罪情報メールを会報に載せ、会員に情報提供と注意喚起を促しました。 

 

 

広報部   部長 ： 木内 康弘、吉澤 律子 

 会員の皆様へ自治会の運営と活動の状況を迅速かつ的確にお伝えするため、下記の活動を行いました。 

１．「第５４回定期総会報告」の発行 

   令和３年４月、第５４回定期総会議事録に基づき、定期総会報告の広報を発行致しました。 

２．「成瀬が丘自治会広報」の発行 

   令和３年４月から１２ヶ月間、下記の内容で、毎月第１土曜日の定例役員会終了後、翌火曜日に

発行致しました。 

１）定例役員会での報告事項及び審議事項の概要と決定事項の報告 

２）自治会による各種事業活動の開催案内及び写真付き報告記事 

〔活動の掲載例〕   ４月 新型コロナウイルス感染拡大防止普及啓発事業助成金の運用報告 

             ５月 町田市の新型コロナウイルスワクチン接種に関する情報 

            ６月 蚊の発生防止に関する情報 

              ７月 新役員業務説明会及び、自主防災部概要説明会 

              ８月 自主防災リーダー会議 

９月 新型コロナウイルス、求められる行動様式に関する情報 

             １０月 成瀬が丘自治会ホームページ開設の案内 

            １１月 再開された公園清掃及び、防犯パトロール 
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            １２月 防災全体会議 

 ３）自治会員の訃報及び新入会員の報告 

４）自治会からのお知らせとお願い 

尚、広報の作成にあたっては、会員への伝わり易さを第一に考え、各種行事の様子が伝わる写真

の掲載、あるいは囲み記事を使用する等の工夫を行い、各種行事内容の効果的な伝達に注意しなが

ら、読みやすい紙面作りに努めました。 

３．広報原稿・写真の保管 

  広報の原稿・行事様子の写真は、会員の皆様がいつでも閲覧できる様に成瀬が丘自治会ホームペ

ージに掲載すると共に、自治会館のパソコンに保存します。 

 会員の皆様には、多くのご協力を頂きました。ありがとうございました。 

 

 

自治会館管理部   部長 : 瀧野 敏夫 

 自治会員の皆様に親しまれる会館の運営につとめ、自治会役員及びその活動運営に携わる各部会委員

会の方々に利用しやすい管理に努めました。 

１．新型コロナウイルス対応 

新型コロナウイルス感染拡大に伴う「緊急事態宣言」発令の下、自治会館の閉館及び会館利用の

休止の決定を受けその対応にあたりました。 

１）事務所の閉鎖及び会館利用の休止 

①事務所の開所は、「緊急事態宣言」の発令等に伴い、下記の期間週一回としました。 

 ４月 ４日（日）～６月２０日（日） 週１回（水曜日）開所 

７月１２日（月）～１０月２日（日） 週１回（火曜日）開所 

②会館の貸出しは、「緊急事態宣言」の発令等に伴い、下記の期間休止しました。 

４月２６日（日）～６月２０日（日）、７月１２日（月）～１０月２日（日） 

 ２０２２年１月２２日（土）～３月２１日（月） 

※各時点の対応につきましては、会館前に掲示して利用者に知らせました。 

２）感染防止対策の実施 

感染防止のための対策を行いました。 

①会館内に遵守事項を掲示する。 

（手指の消毒、マスクの着用、換気の励行、ソーシャルディスタンス） 

②利用申し込み時のルートの表示と飛沫防止シートの設置、消毒液とペーパータオルの用意 

③施設利用後のチェック表の作成と提出 

２．会館２階の利用状況 

   ５～９月は新型コロナウイルス感染拡大により会館の利用ができなくなり、今年度も利用実績は

大幅に減少しました。１０・１１・１２月には利用者が戻り多くなりました。 

 

自治会館の利用件数と利用率 

  利用件数 利用率 

令和２年度（徐 5･6･1･2月） １３６ ２３．０％ 

令和３年度（徐 5･8･9･2月） ８２ １６．７％ 

３．自治会館パンフレットの作成 

   ８月、臨時の管理部会を持ち自治会館パンフレットの内容を検討し作成しました。事務局に置き、

配布できるようにしました。また、自治会ホームページにも掲載して見られるようにしました。 

４．事務所の防犯対策 

   １１月、防犯対策として事務所入り口にダイヤル鍵を設置しました。 

５．施設内の保守点検 

管理部会を開いた日に併せて点検・整備を行いました。 
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６．大掃除の実施 

１１月２７日（土）に管理部員及び役員１８名が参加して会館の内外をきれいにしました。 

 

 

ふれあい会館管理運営委員会   委員長 : 岡村 浩  

 新たな新型コロナウイルスのオミクロン株の感染急拡大により、利用閉館日の長期化等、自らの感染・

親しい人への蔓延防止のため、会館委員の方々の尽力を得て、日々管理運営されております。利用グル

ープの方々が気持ちよく、楽しく交流を深められますよう、使用申し込みの受付から毎日の戸締り点検

や清掃、施設の整備から資金管理まで、多岐にわたり務めております。ふれあい会館の委員皆様と利用

される皆様のご協力のお陰です。感謝申し上げます。 

令和３年度の活動状況とその結果をご報告いたします。 

１．ふれあい会館の利用状況について 

ふれあい会館の貸出しは、新型コロナウイルス感染防止のため、４月２６日（日）～６月２０日（日）、

７月１２日（月）～１０月２日（日）、１月２２日（土）～３月２１日（月）の期間休止しました。 

会館入口廊下へ除菌アルコールの配備、体温測定器を配備し、利用者の皆様には「新型コロナウイル

ス感染防止の対応」について、或いは施設利用者の健康管理及び利用者名の提出などの多々ご協力を

お願いしました。 

各室別の平均利用率は下表のとおりです。（今後の情勢により変動あり） 

 

また利用件数は下表のとおりです。（令和３年度は４月１日～１月３１日です） 

２．管理運営委員会の開催について 

１）７月１７日（土）にやっと代表委員会を開催できました。 ①自治会 HPにふれあい会館のページ

を入れました、②会館の開・閉館の施設の指示については特には無かった。③会館周囲のゴミ不法

投棄、夜間北側エリアでの集会について町田警察に見回りを依頼しました。（目撃時に町田警察に通

報のことです） 

２）２月に書面による代表委員会を行いました。①今年度の活動報告、②今年度の利用状況、③運営

委員の現構成員、④今年度の会計報告（令和２年４月～令和３年１月）⑤令和４年度の事業計画、

等の資料を配付して集合会議に代えました。 

３．施設の維持管理について 

当面は大幅な改修を控えて長期メンテナンス計画を策定し、市の補助金を目途に一括修理するこ

とを目標にし、今年度の大幅な補修は保留としました。 

９月７日（火）に会館築後１５年点検を(株)三和住建営繕部の方により行いました。懸案であった

屋根鋼鈑、外壁の損傷はなく、向５年間は屋根張替修理、外壁の補修の必要はないとの点検結果で

した。また北側雨戸、ホール洋室の内壁改修が必要かとの提言がありました。今後の改修時に検討

し反映いたします。 

４．器具・備品の維持管理について 

今年度は下記事項を実施しました。 

１）トイレドアの修理 

２）エアコン、換気扇の洗浄 

  第１ホール 第２ホール 洋室 和室 全館平均 

令和２年度 ３３．２％ ３０．４％ ７．６％ ２．７％ １７．９％ 

令和３年度 ５０．８％ ６１．３％ ８．７％ ３．８％ ３１．１％ 

  第１ホール 第２ホール 洋室 和室 合計 

令和２年度 ２９７ ２７４ ６３ １４ ６５５ 

令和３年度 ２２７ ２７４ ３９ １７ ５５７ 
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３）スリッパは補修できるものは再生修理を行いました。 

５．大掃除の実施 

   今年度の年末大掃除を１２月４日（土）に行いました。ご参加いただいた会員、管理運営委員、

自治会役員の方々４０名以上の皆様ご協力ありがとうございました。また、会館周囲の雑草が目立

ち、管理委員各班により、除草（年数回程度）することとしました。 
 
 

第２３回フラワーロードフェスティバル企画・実行委員会   委員長 ： 岡庭 清 

今年度も昨年同様、新型コロナウイルス感染の影響により開催を中止としました。 

春早くから新型コロナウイルスの感染状況を見ながら開催の可否について検討しましたが、感染の沈静が

見通せないことから、４月２８日（水）に開催した「準備委員会」で中止を決定しました。 

 

 

ホームページ開設委員会                  委員長 ： 岡庭 清 

第５４回定期総会第５号議案で承認を得た「自治会ホームページ」を１０月に開設しました。 

コロナ禍でのデジタル化とリモート化の推進を背景に、懸案でありました成瀬が丘自治会のホームページ

を開設しました。本ホームページは、令和３年度の事業計画に沿って「ホームページ開設委員会」を設置

して準備を進め、成瀬が丘自治会の現状の活動報告とこれまでの５０数年の活動の歴史を併せて掲載する

ものといたしました。既存の資料の上に、毎月発行される活動資料を重ねて掲載していますので、会員の

皆様には、各ご家庭にある「自治会ファイル」の代わりにご利用いただければ幸いです。 

明るく住みよい街づくりのため、生活に有用な情報入手のため、災害発生等緊急時の対応のため等に、

自治会員の皆様は勿論のこと、自治会未加入の方々も、若い世代の皆様にも是非広くご覧いただき、この

ホームページが、成瀬が丘の街と成瀬が丘自治会の今後の発展につながれば本望です。 

本ホームページ開設にあたって、ご協力いただいた HP開設委員会をはじめとする関係者の皆様に心よ

り感謝申し上げます。特に、ホームページの制作にご尽力いただいた中亭哲也氏に厚く御礼申し上げます。 

「HP開設委員会」及び「役員会」で承認された事業計画・実績は下記の通りです。 

１．コンセプト 

・新型コロナウイルス禍で、自治会のデジタル化とリモート化を推進するベースとする。 

・日常活動のアウトプットを掲載し、自治会の活動報告や連絡のツールとする。 （更新） 

・既存の資料データを掲載し、成瀬が丘自治会の全体像を表すアーカイブとする。（固定） 

・会員向開示を基本とするが、自治会外部にも発信できる内容のものとする。 

  会員限定情報にはパスワードを設け、セキュリティーとプライバシー保護に対応する。 

２．運営体制 

特別委員会として「HP開設委員会」を設置し、開設と運用展開を行うこととしました。 

・委員長 ：岡庭会長    委 員：広瀬副会長、瀧野部長、岡村委員長、門谷部長 

・副委員長：飯野副会長    歌田相談役、木目田相談役、 

・事務局 ：平塚総務部長    押川洋寿会会長、山喜多元副会長 

・制作者 ：中亭氏（総務 HP担当）  

※開設委員会解散後は、総務を HP担当として月次の更新等維持管理を行っています。 

３．予算・会計報告 

 ・ホームページ初期制作費 ：５万円 （中亭氏に委託） 

 ・サーバー使用料・維持費 ：１万円/年 （  〃   ） 

４．日 程 

 ・「HP開設」事前打合せ   ６月２２日（火）１０：３０～（於：自治会館１階） 

・７月度役員会の承認を得て「HP開設委員会」を設置（活動期間を３ヶ月とした） 

・第１回「HP開設委員会」 ７月１６日（金）１４：００～（於：自治会館２階） 

・第２回「HP開設委員会」 ８月２０日（金）１４：００～（於：自治会館２階） 

・第３回「HP開設委員会」 ９月１７日（金）１４：００～（於：自治会館２階） 
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 ・１０月度広報と同時に「成瀬が丘自治会ホームページ開設のご案内」チラシを全会員に配布し開示 

５．ホームページのデザイン 

 ・中亭氏案を基にメインメニューとコンテンツの詳細を審議し決定しました。 

６．コンテンツ 

・現状の活動（更新）部分と既存資料（固定）部分を併せ全体を構成しました。 

 ・「成瀬が丘自治会 HPメインメニュー（案）」を叩き台に検討し、下記の１０ページ構成としました。   

ホーム 成瀬が丘自治会の紹介 広 報 防犯・防災 事業・行事・写真集 

関連団体 アクセス 自治会館・ふれあい会館 環境 各種資料 

  コンテンツの詳細はホームページをご覧ください。 

 

 

第３回「なるせがおかアート展」について          会 長 ： 岡庭 清 

第５４回定期総会第６号議案で承認を得た第３回「なるせがおかアート展」開催について、今年度も昨

年度同様、新型コロナウイルス感染の影響により中止といたしました。 

春から新型コロナウイルスの感染状況を見ながら開催の可否について検討しましたが、感染の沈静が見通

せないことから、７月度の役員会で中止・見送りを決定しました。 

開催を楽しみにしていただいた皆様には大変申し訳ありませんが、ご理解と次回へのご協力をよろしく

お願いいたします。 

 

 

第２号議案  

令和３年度会計報告及び監査報告 

 

１．一般会計報告及び監査報告          P．１３ 

２．ふれあい会館収支会計報告及び監査報告    P．１４ 
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第３号議案 

令和４年度役員改選について 

令和３年度で任期満了になる下記の役員の改選を行います。 

〔該当役職名〕 

１．会長１名、副会長２名、正・副総務部長各１名、会計２名、監事２名、自治会館管理部長１名、

ふれあい会館管理運営委員長１名、健康福祉部長１名、自主防災部長１名     計１３名 

２．区長６名、厚生部長１名、環境部長１名、防犯交通部１名、広報部長２名     計１１名 

                                      合計２４名 

 

上記１については、「【規則４】役員の改選続きに関する規則」に則り「選考委員会」で推薦された

候補者を、上記２につきましては輪番制で各区・班から選出された役員候補者を下表に示しますので、

ご承認をお願いいたします。 

なお、「選考委員会」は３月に３回開催され、互選で木目田相談役を委員長に選出し、会員からの

自薦・他薦票（１２枚）を基に推薦者の選出を行い、その後、被推薦者の同意を得ました。 

 

令和４年度役員（案） 

役 職 名 氏  名 継 続・新 任 丁・区・班 

会   長   飯野
い い の

  敬冶
け い じ

 新   任 ２丁目１区６班 

副  会  長 門谷
かどたに

  廣
ひろ

茂
しげ

 新   任 ２丁目１区２班 

副  会  長   望月
もちづき

  克美
か つ み

 新   任 ２丁目２区１０班 

総 務 部 長 平塚
ひらつか

  一美
か ず み

 継   続 ３丁目２区４班 

副総務部長 其
その

木
き

  茂則
しげのり

 新   任 ３丁目３区８班 

会   計   北
きた

   保子
や す こ

 新   任 ２丁目１区８班 

会   計   西
に し

   了
さとる

 新   任 ３丁目３区８班 

監   事   阿曽
あ そ

  健市
けんいち

 継   続 １丁目１区１０班 

監   事 木濟
き さ い

  剛
たけ

久
ひさ

 新   任 １丁目１区１班 

自治会館管理部長 瀧野
た き の

 敏夫
と し お

 継   続 ３丁目２区１班 

ふれあい会館管理運営委員長 岡 村
お か む ら

  浩
ひろし

 継   続 ３丁目１区４班 

健康福祉部長   齋藤
さいとう

 美津恵
み つ え

 新   任 ３丁目２区６班 

自主防災部長   塚本
つかもと

  清一
きよかず

 新   任 ３丁目１区３班 

厚 生 部 長 菊間
き く ま

   篤
あつし

 新   任 ２丁目２区７班 

環 境 部 長 木目
き め

田
だ

  征
ただし

 新   任 ２丁目１区１班 

防犯交通部長 石川
いしかわ

   雄二
ゆ う じ

 新   任 ３丁目３区１班 

広 報 部 長 木内
き う ち

   康弘
やすひろ

 継   続 １丁目１区１班 

広 報 部 長 松沢
まつざわ

 ヒロ子
ひ ろ こ

 新   任 ３丁目２区２班 

一丁目一区 区長 藤倉
ふじくら

   栄一
えいいち

 新   任 １丁目１区１２班 

二丁目一区 区長 平本
ひらもと

   勝
かつ

俊
とし

 新   任 ２丁目１区２班 

二丁目二区 区長 真鍋
ま な べ

   皓造
こうぞう

 新   任 ２丁目２区８班 

三丁目一区 区長 丹羽
に わ

   秀
ひで

次
つぐ

 新   任 ３丁目１区１班 

三丁目二区 区長 石野
い し の

   治
はる

雄
お

 新   任 ３丁目２区３班 

三丁目三区 区長 内海
う つ み

   弘
ひろ

顕
あき

 新   任 ３丁目３区３班 
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第４号議案 

令和４年度事業計画（案） 
 

新型コロナウイルス対応 

令和４年度も新型コロナウイルスの感染はまだまだ続くものと思われ、沈静の時期は見通せません。 

新型コロナウイルス感染への対応は、前年度と同様に状況に充分な注意を払い、政府・都・市の指針に従

って必要な施策を講じていきます。 

各専門部・委員会の事業・行事は例年通りに計画しますが、開催の有無については各々必要な時期に個々

に判断して参ります。 

 

 

一般事項 

令和４年度自治会全体として下記の活動を行います。 

１．事務所開所日 

   令和３年度に変更した週２回（火曜日、金曜日）の開所を恒久的に継続します。 

前年度、新型コロナウイルス対応と自治会及び事務局業務の見直しに伴い、従来の週３日（月、水、

金）開所を火曜日、金曜日の週２日に変更しましたが、今後もこれを基本として継続します。 

２．自治会加入促進 

未加入者（特に転入者）には、自治会加入促進のため新規加入への働きかけを行います。 

３．「班会」開催の推進 

ご近所との交流や親睦を深めるとともに、防犯や防災に備えるために「班会」の開催を推進します。 

４．「会員情報」の整備 

   自治会総務の資料として、集金台帳を基に会員数、世帯数等会員情報の更新と継続的な維持管理を

行います。 

５．自治会文書のデータ・ファイル標準化 

自治会文書に関して文書管理マニアルを作成し、データ・ファイル管理の標準化を図ります。 

６．「町田市町内会・自治会連合会」への参画 

地域発展のため「町田市町内会・自治会連合会」に参画し、相互の連帯を深めます。 

７．「南地区協議会」への参画 

   地域発展と地域の問題解決のため、「南地区協議会」に参画し、相互の連携を深めます。 

８．「小川高校避難施設開設委員会」への参画 

「小川高校避難施設開設委員会」へ参画し、小川高校を避難施設とする近隣の５つの自治会と連携 

を取りながら「小川高校避難施設開設・運営マニュアル」に基づいた避難施設開設訓練等を進めま

す。なお、委員長は当自治会の副会長が務めます。 

９．近隣学校との交流 

近隣学校の行事（入学式、卒業式、学校祭、各種運営委員会等）に参画し、親睦と交流を図ります。 

10．「コミュニティバス運行協議会」への参画 

「コミュニティバス運行協議会」に参画し、コミュニティバスの運営に協力します。 

11．町内関係団体との連携 

「成瀬が丘商店街振興組合」、「洋寿会」、「子供会」等、町内関係団体との連携を深め、町内の発展

を推進します。 

12．第２３回「成瀬が丘フラワーロードフェスティバル」の中止 

今年の「成瀬が丘フラワーロードフェスティバル」は、新型コロナウイルス感染の沈静が見通せな

いことから、２月２２日（火）に開催した「準備委員会」で中止を決定し、３月度役員会で承認を得
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ました。３年間に亘る中止となりますが、地域活性化のために商店街振興組合と連携して今後も継続

していくことを確認しています。 

13．社会福祉活動（赤い羽根共同募金、歳末助け合い募金等）への協力 

社会福祉活動（赤い羽根共同募金、歳末助け合い募金等）に協力します。 

14．「会員名簿」の改訂 

「自治会会員名簿」の改訂版を作成・発行します。（第５号議案で別途提案） 

15．「なるせがおかアート展」の開催 

会員の交流・親睦を図るため「なるせがおかアート展」を開催します。（第６号議案で別途提案） 

 

 

健康福祉部 

会員の健康福祉向上のため、主に下記の活動を行います。 

１．夏休みの健康ラジオ体操を実施します。    （８月２２日～８月２６日） 

２．南地区ウォーキングに参画します。      （１１月初旬） 

３．南地区健康まつりに参画します。       （２月中旬） 

４．町田市健康づくり推進員会に参画します。 

 

 

自主防災部 

会員の防災に対する意識の向上と自主防災体制の強化を図るため下記の活動を実施します。 

１．自主防災体制の強化を図るため、自主防災部リーダー会議、全体会議を充実させます。 

２．災害発生を想定した防災訓練、スタンドパイプの取り扱い訓練を実施するとともに、新たに災害発

生時の安否確認の手法を検討し導入を図ります。 

３．「小川高校避難施設開設委員会」と連携し、災害発生時に会員の避難が円滑になる体制作りに努めま

す。 

４．防災に対する意識向上を図るため、防災に関する情報を「成瀬が丘防災つうしん」として会員に発

信します。 

５．各丁目毎に設置している防災倉庫内の防災資機材の点検と補充を行います。 

６．町田市が設置している街頭消火器の点検を実施します。 

７．災害時の自主防災体制強化を図るため「災害発生時の行動マニュアル」、「小川高校避難施設開設・

運営マニュアル」が会員に浸透するよう努めます。 

 

 

厚生部 

 会員相互の親睦を図るため、以下の行事を実施します。 

１．敬老祝賀会を実施します。   （９月１９日） 

２．会員親睦日帰りバス旅行を実施します。    （１１月） 

３．やきいも会を実施します。           （１月～２月） 

４．その他会員の厚生・文化活動に関する行事を企画立案できるよう努めてまいります。 

 

 

環境部 

 住み良い地域作りを目指し、環境美化のため下記活動を実施します。 

１．環境推進委員会を開催します。また環境推進委員の充実に努めます。 

２．毎月各丁目児童公園清掃を実施します。 第３日曜日午前９時～ 

３．町内一斉清掃キャンペーンを実施します。(６月・９月・１２月・３月) 
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４．自治会資源物回収のＰＲ等を行い、回収拡大を図ります。 

・毎週金曜日（８：３０までに出す）   （各戸回収）   

・毎週日曜日（１６：００までに出す） （市指定集積所） 

５．町内環境問題に対応します。 

６．研修会等に参加します。 

 

 

防犯交通部   

「安全・安心で住みよい街づくり」のために、下記の活動を実施します。 

１.「防犯パトロール」の実施 

１）防犯パトロールを毎週行い、下記の事項を点検して問題点を報告し改善を進めていきます。 

 ・街路灯の球切れ 

 ・交通標識の不備、道路の陥没や段差等 

 ・植木のはみだし 

 ・駐車、駐輪違反 

 ・粗大ゴミ等の放置 など 

２）防犯パトロールメンバーの連帯意識を高めるため、班長にパトロール用ベストを貸与します。（令

和３年度購入済） 

２．防犯推進委員会と全体会議を開催し、活動の充実を図ります。 

・区によって防犯パトロールの人数にばらつきがあるので、区長、防犯推進委員によりメンバーの補

充を積極的に進めます。 

３．「防犯防災提灯」の適正数の維持管理及び修理を行います。 

４．「年末年始の警戒」と「年末夜回り」を実施します。（年末夜回り１２月２８日、２９日） 

５.「町田市青少年健全育成南第四地区委員会」に参加します。 

 

 

広報部 

 会員の皆様へ自治会の運営と活動の状況を迅速かつ的確にお伝えするため、下記の活動を行います。 

１．「第５５回定期総会報告」の発行 

   令和４年度 成瀬が丘自治会定期総会報告を発行いたします。 

２．「成瀬が丘自治会広報」の発行 

   毎月、第一土曜日の定例役員会終了後、下記の内容で、翌火曜日に発行いたします。 

１）役員会に於ける報告事項及び審議事項の概要 

２）自治会による各種行事の案内及び実施行事を写真付きで報告 

（会員の関心の高い行事や事業の PR 等を含む） 

３）自治会員の訃報及び新入会員の紹介 

４）その他、防犯・防災問題、環境、健康、福祉関連の話題等、有益な情報の提供 

３．記事掲載に関しての工夫 

   各専門部の実施行事等に関して、内容や様子を、より的確に伝える様に努め、見易く、且つ読み

易い広報に成る様に編集やレイアウトの工夫を行います。 

４．広報原稿の保管 

   成瀬が丘自治会ホームページに掲載・保存すると共に、自治会館のパソコン本体と USB メモリー

に、総会資料・広報の電子ファイルを保存いたします。 

５．活動の抱負 

   地域の安心・安全の為、又、会員相互の親睦の為に自治会が開催している色々な活動を迅速に解

り易くお知らせする事により、会員の皆様が、尚一層様々な行事に気軽に参加頂ける様な広報の活

動を心掛けてまいります。 

 

 

 



 

 

19 

 

自治会館管理部 

 物品の管理・整理を行い、快適に利用できるように努めます。 

１．物品の保管場所の一覧表をもとに適切に管理します。 

２．パンフレットを活用して２階室の利用率向上を図ります。 

３．施設の保守点検および清掃を定期的に行います。 

４．インターネットによる施設利用の申し込みについて検討していきます。 

 

 

ふれあい会館管理運営委員会 

 会員の皆さまがサークル活動の場として、また、近隣同士の交流の場として気楽に楽しくふれあい会館

をご利用いただけるよう、皆様からの意見要望を取り纏め、諸施策を講じ、施設の充実と管理体制の更な

る向上に努めます。 

１．日常管理運営活動の実施 

  受付、清掃、施設、当番班にて実施します。 

２．利用率の向上に努めます。 

  年間を通してＰＲを推進します。 

３．施設の管理と補修を行います。 

  施設補修計画を策定し実施します。 

４．管理運営委員会、全体打合せ会議を開催します。 

 

 

第５号議案  

会員名簿作成について 

 現行の平成２７年度版「会員名簿」（平成２８年３月発行）が、発行から６年を経過して現状に沿わなく

なっていることから、今年度中に令和４年度版「会員名簿」を更新・発行したく提案いたします。 

会員名簿は自治会にとって地域の会員の交流のため、また、福祉・防犯・防災上も大切なものです。 

年々世代交代や新規加入が進む中で新しい名簿が欲しいとの声が多くありますが、一方で、最近は詐欺等

の犯罪に利用されるとの懸念から名簿作成に慎重な意見もあります。 

今回はこれらを考慮して名簿への掲載と名簿の配布を希望する会員を対象に会員名簿の作成を行います。

名簿への掲載者の情報保護のため、配布は掲載者のみといたします。 

町田市の「町内会・自治会向け個人情報取扱マニュアル」に沿って作成し適正に管理いたします。 

会員の皆様のご協力をお願いいたします。 

１．名簿への掲載事項：①丁目・区・班 ②代表者氏名 ③電話番号 ④住所 の４点（従来同様） 

２．名簿の配布   ：名簿に情報を掲載した会員のみ 

 自治会では本名簿の情報を自治会活動以外の目的で一切使用いたしません。会員の皆様も「会員名簿」

を自治会活動に大いにご活用いただくとともに、外部への漏洩や取扱いには充分注意をお願いいたします。 

 

 

第６号議案 

第３回「なるせがおかアート展」の開催 

 一昨年度、昨年度と新型コロナウイルスの影響で開催を見送った第３回「なるせがおかアート展」を開

催したく提案いたします。 

 成瀬が丘には様々な趣味を持って日頃から創作活動に励んでいる方が多くおられます。そうした方々の

作品を集めて展示会を開催することにより、地域住民の文化的交流を図り、趣味を通して住民の親睦と連

携を深めることを目的として実施いたします。 



 

 

20 

 

 東京都の補助金受給を想定して予算化し、特別委員会として「アート展実行委員会」を設置して企画・

実行いたします。ご承認をお願いいたします。 

 

 

第７号議案 

令和４度会計予算（案） 

１. 一般会計予算（案）   Ｐ．２１ 

２．ふれあい会館会計予算（案）  Ｐ．２２ 
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４月度役員会の承認を得て、今年度を以って自治会役員を退任される岡庭会長、広瀬副会長へ「【細則

１】会員の慶弔および表彰等に関する細則」第５条に基づき感謝状を贈呈いたします。 

前会長の岡庭清氏は、１３年の永きに亘り自治会役員として、また前副会長の広瀬豊一氏は、１１年の

永きに亘り自治会の役員として当自治会の発展に多大なる貢献をされました。 
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